
東京オリンピックのロゴ・マーク等の知財管理
（「商店経営に役立つ知的財産ミニ講座」資料より:連載第６回）

2015年11月20日に、大田区産業プラザＰｉＯで「 商店街のための知的財産ミニ講座」
のタイトルで、商標権・著作権の解説を中心にしたセミナー（http://patent-japan.sakura.ne.jp/page-94.html）を
行いました。

その時に、大きな話題であった東京オリンピックのロゴ・マークの話も少し入れようと、
いろいろと調べたら、突っ込み所のある情報が結構あることがわかりました。
そこで、2016年3月22日に、再び大田区産業プラザＰｉＯでセミナーを行う機会をいただいた際に、

東京オリンピックのロゴ・マークの知財管理（http://patent-japan.sakura.ne.jp/page-106.html）に特化した内容
をまとめてみました。

そのときの資料をベースに、説明を補充した、ブログ連載第６回です。

第６回は、「東京オリンピックのロゴ・マーク等の知財管理」の考え方の根本になり、知財管理の主体とな
るIOC、JOC及び組織委員会について規定している『オリンピック憲章』について、関連のありそうな項目をで
きる限り拾い集めてみました。

『オリンピック憲章』は頻繁に改訂されているため、「東京オリンピックのロゴ・マーク等の知財管理」が
どの改訂版に従っているのか定かでないのですが、今回は最新の2015年8月2日改訂版について検討します。

＊＊＊＊＊＊
この連載では、以下の略称を使用します。

●組織委員会:公益財団法人東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会
●招致委員会:特定非営利活動法人東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会
●ＪＯＣ:公益財団法人日本オリンピック委員会 ●ＪＰＣ:日本パラリンピック委員会
●ＩＯＣ:国際オリンピック委員会（ International Olympic Committee ）
●ＩＰＣ:国際パラリンピック委員会（ International Paralympic Committee）

なお、JPCは、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会の内部組織とのことです。
（http://www.jsad.or.jp/paralympic/jpc/）

●「オリンピック」「パラリンピック」を、原則、まとめて「オリンピック」といいます。
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■ 『オリンピック憲章』の掲載サイト ■
『オリンピック憲章』は、JOCのホームページ（http://www.joc.or.jp/）
から辿ることができます。「オリンピズム」を左クリックします。

引用元: http://www.joc.or.jp/
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■ 『オリンピック憲章』の掲載サイト ■
『オリンピック憲章』は「オリンピズム」のトップ記事です。
ここを左クリックします。
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引用元: http://www.joc.or.jp/olympism/
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2015年8月2日改訂版は、
ここに掲載されています。
過去の改訂版は、
下にまとめて掲載されています。

まずは、
2015年8月2日改訂版の日本語翻訳
をみていきましょう。
実はこの日本語翻訳も検討の必要
があるのですが、概要を見る分に
は大きな支障はないと思います。

■ 『オリンピック憲章』の掲載サイト ■
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引用元:
http://www.joc.or.jp/olympism/charter/
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■ 『オリンピック憲章』 2015年8月2日改訂版 ■
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引用元:http://www.joc.or.jp/olympism/charter/pdf/olympiccharter2015.pdf
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2015年8月2日改訂版の表紙は、
クーベルタン男爵像が掲載されています。

目次からみてみましょう。
以下では、日本語翻訳部分から抜粋して引用します。

「東京オリンピックのロゴ・マーク等の知財管理」
に関係しそうな部分を赤字にしておきました。

この赤字の部分を、
次の連載第７回で具体的にみていきたいと思います。
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